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 タイでは、個人情報保護法が 2022 年 6 月 1 日から全面施行されており、対応が急務となっている。実際、施行前後より、タイの

デジタル経済社会省による広報活動は非常に熱心であり、当局の関心が非常に高いことが窺われるほか、日系企業のタイ拠点

でも各種対応を行う事例が増大していることからも示唆されるように、自社のビジネスが B to B のビジネスであるか、B to C のビ

ジネスであるかを問わず、法的にはその対応は必須であるといわざるを得ない。直近の動向としては、5 月 10 日以降順次 5 本の

下位規則の草案が公表されたことに続いて、6 月 20 日には 4 本の下位規則が公布されるに至っており、その点のフォローも欠か

せない。そこで、本稿では、6 月 20 日時点での下位規則の動向について、速報的に解説することとする。 
 
1. タイ個人情報保護法の施行状況 
 
 タイでは、EU の GDPR に非常に類似した包括的な個人情報保護法(以下｢PDPA｣という)が、2022 年 6 月 1 日から全面施行さ

れている。少なくともタイに所在する現地子会社・支店・事務所においては、PDPA への対応を速やかに実施する必要があるほ

か、既に PDPA への対応を一通り実施した企業についても、下位規則が次々と公表されているため、下位規則の制定状況を確

認し、その内容を踏まえて必要な調整を講じていくフェーズに入っていくことになる。 
 また、EU の GDPR やカリフォルニア州の CCPA への対応と異なり、情報の一次ソースが英語でないため、下位規則の動向や

その内容を含め、対応に必要な情報へのアクセスが非常に難しく、タイの現地カウンセルを擁する専門家を起用することなくして

対応を行うことはかなり難しい。 
 
2. 下位規則の制定状況 
 
 2022 年 6 月 20 日、以下の事項に関する 4 本の下位規則が公布された。下記①③及び④は公布日の翌日から、下記②は公

布日の 180 日後から施行される。 
 
① 管理者に課される個人データ処理記録義務が免除される小規模事業者 
② 処理者の個人データ処理記録を作成・保管するための基準及び方法 
③ 管理者によるセキュリティ措置 
④ 行政上の罰金(制裁金)を課す際の専門委員会の基準 
 
 上記のうち①から③までは、5 月 10 日にパブリックコメントのために草案が公表されていた下位規則である。当該下位規則の草

案時点の概要については、アジア/個人情報保護・データ保護規制ニューズレター2022 年 5 月 24 日号｢タイ個人情報保護法の

最新動向と下位規則草案の概要(1)｣をご参照いただきたい。 
 また、デジタル経済社会省によれば、6 月中に、上記①から④までを含む合計 8 本の下位規則の制定を予定しているとのことで

ある。6 月中に制定される予定の上記①から④まで以外の 4 本の下位規則については、5 月 19 日に草案が公表された⑤データ

主体からの同意取得方法及び⑥データ主体への通知方法等に関する下位規則 2 本の他に、以前の公聴会で言及されていた

データ越境移転やデータ保護管理者に関する下位規則が含まれる可能性もある。 
 これらの動きからも分かるように、下位規則はスピード感のある形で制定され、かつ、即時に施行される可能性もあるという状況

となっており、この状況を踏まえた対応体制の構築が急がれる。 
 

アジア/個人情報保護・データ保護規制ニューズレター 2022 年 6 月 23 日号 

タイ個人情報保護法の最新動向と下位規則の概要(2) 

mailto:n.ishikawa@nishimura.com
https://www.nishimura.com/ja/attorney/0240.html
mailto:to.murata@nishimura.com
https://www.nishimura.com/ja/attorney/0575.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/asia_220524.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/asia_220524.html


 

 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2022 
 - 2 - 

 
 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 
また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 
 
本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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